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国家戦略特区を進化させた「スーパーシティ」が間近
に自治体・大学との連携が生む新たな地方創生ビジネス 

 

 政府は2月14日の国家戦略特別区域諮問会議

で、スーパーシティ構想の実現に向け法整備を

進めていく方針を固めた。スーパーシティが目

指すのは「丸ごと未来都市」。自動運転やドロ

ーン配達などを先行して街の生活全般に実現さ

せる。 

 画期的なのは実現に向けた手続きを大幅に簡

略化させる点だ。自動運転であれば技術的な問

題はほぼクリア。法整備や社会受容性を高める

段階で、様々な規制の緩和が課題となっている。 

 従来の国家戦略特区制度では自治体が規制改

革要望を関連省庁に提出、合意を得る必要があ

ったため相応の時間を要した。そこで本構想で

は指定自治体に規制緩和を委ね、関連省庁は問

題がある場合のみ手続きをストップさせること

とした。つまり、計画と体制を整えれば自治体

主導で革新的な事業がスタートできるのだ。前

述した自動運転でいえば、過疎地や離島におけ

る地域モビリティ向上の可能性がある。高齢者

の買い物や介護負担、事故リスク軽減だけでな

く、農林・水産業の生産力を上げ、人手不足解

消も期待できる。 

 こうした動きにおいて産業界と自治体をつな

げているのが大学だ。昨年3月に設立された明治

大学自動運転社会総合研究所が長崎・対馬や香

川・小豆島で実証実験を展開。他大学を交えた

大規模な域学連携に発展しつつある。スーパー

シティが実施段階になれば、大学が推進力とな

ることは間違いなく、地方創生ビジネスを育て

るにあたって必須な存在になるだろう。 

 

消費増税対応で初診料等を引上げ 
診療報酬に増税分上乗せして対応 
 

診療報酬について議論する中央社会保険医療

協議会（厚生労働相の諮問機関）は、今年10月の

消費税率引上げに伴う医療機関等の負担増を補

てんするため、今年10月から、例えば、初診料を

現在より６点高い288点に、再診料を１点高い73

点に、外来診療料を１点高い74点にするなどの内

容を盛り込んだ診療報酬改定を根本匠厚労相に

答申した。 

診療報酬改定の結果、点数（1点10円）で表さ

れる診療報酬は、初診料が288点、つまり2880円

と60円引き上げられ、2回目以降に支払う再診料

は10円引き上げられて730円になる。ただしこれ

は公定価格であり、健康保険により患者が実際に

支払う金額はこのうち1～3割となる。 

また、薬価・材料価格も、まず市場実勢価格を

踏まえた調整（実勢価改定）を行った上で、消

費税引上げ分を上乗せする（108分の110を乗ず

る）。 

医療機関の収入の大部分は社会保険診療報酬

だが、これらは消費税非課税扱いとなっている。

一方で、医療機器の取得や大規模修繕、医薬品

や委託費などの経常経費には消費税が課税され

ている。このため、医療機関等が物品等を購入

する際に支払った消費税は患者・保険者に転嫁

できず、医療機関が支払った消費税は仕入税額

控除でないことから、いわゆる損税が発生して

いる状態にある。 

今回の初診料や再診料の引上げは、医療機関

の仕入れにかかる増税分の負担を賄えるよう診

療報酬に増税分を上乗せして対応するもの。 

 


